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市立公園について

小金井市環境政策課緑と公園係
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市立公園が抱える主な3つの課題

●小金井市立公園の主な3つの課題

問題①：利用者が少ない。

問題②：維持管理が行き届いていない。

問題③：施設の老朽化が進んでいる。
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平成４年度から平成８年度までの

５年間で４８箇所増加

100㎡未満

87箇所

（約41%）

100～300㎡
52箇所

（約25%）

300～1,000㎡

54箇所

（約25%）

1,000～5,000㎡

12箇所（約6%）

5,000㎡以上
7箇所

（約3%）

●公園の増加傾向（平成1~20年度）

●市立公園全体における小さな公園

・閉鎖緑地を除く143か所の市立公園のうち、
67か所（約47％）が１日の利用者数が10人以
下の状況となっております。

・樹木の剪定や草刈りに対する要望は、全体の半数
以上（約56％）を占めています。

・粗大ごみの不法投棄、お弁当のごみ、缶・ペット
ボトル、タバコなどのポイ捨ても日常的に多い状
況です。

・平成3年度以前に設置された供用開始から30年以上
経過した市立公園は、93か所（全体の約44％）で
ある。そのうち、41か所（約44％）が100㎡以下
の小規模公園です。



一方で、市は、市立公園を「多様な機能（子供の遊び場や地域交流の場など）を有
しており、地域の魅力向上に有効な公共施設」であると考えています。

①地域の魅力の活用

散歩や運動の場 地域交流の場子どもの遊び場 火災時の延焼防止機能

本市が公園に求める基本的な役割

②多世代交流の機会創出 ③市民の主体的な活動の場の提供

地域の魅力（自然や歴史）
を生かし、市民の誇りとシ
ティプロモーションにつなが
る空間の創出

子どもから高齢者まで誰もが
利用しやすく、地域ニーズに
応じた機能性の発揮
特に子どもや子育て世代が公
園を活用し、子どもの環境教
育や情操教育の場となる公園
づくり

市民が地域の公園を応援できる
仕組みをつくり、市民主体で持続
的に管理・活用できる場づくり
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市立公園に市が求める役割



評価 位置づけ

Ａ
地域の核となるような重要な公園・緑地であり、理想的な公園像に向けて、重点的に公

園・緑地の在り方を誘導していく市立公園

Ｂ 地域に必要な公園・緑地として、地域ニーズを踏まえながら管理・活用を図る市立公園

Ｃ
都市のオープンスペースとして貴重な公園・緑地であり、環境機能及び防災機能の維持・

活用を図る市立公園

Ｄ
現状で管理・活用が非効率な公園・緑地であり、有効な利活用について今後一から検討し

直すことが求められる市立公園

今後の公園整備について、「選択と集中」により公園の質の向上を図るため、公園面積
や利用者数等を評価指標として、整備の優先度をＡからＤまでの４段階により評価
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市立公園に関する市のこれまでの取り組み

（出典）小金井市立公園整備優先順位の評価に関する要綱 別表第２

●市立公園の指定管理者制度導入検討

●小金井市立公園整備優先順位の評価に関する要綱

小金井市公園等
整備基本方針
（平成31年3月）

低未利用の公園等の課題を整理し、今後の市立公
園の在り方を検討

公園の質の向上を図る

小金井市
みどりの基本計画
（令和3年3月）

利用率の高い公園の優先整備
市民とともに公園管理を行う
利用者の少ない公園の改善

魅力ある公園をつくる
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現在の維持管理・運営の状況
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下図は、対象施設の維持管理及び運営に関する業務の現況について、委託仕様書等を基に整理した図です。
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 現在は、約30本の委託業務によ
り、公園・緑地の維持管理を行っ
ています。

 キッチンカー等に係る行為許可は、
現在、市で対応しています。

 遊具等の修繕については、毎年遊
具点検を行い、修繕を要するもの
について、剪定等の維持管理に含
まれておらず、別途実施しています。

※1：現状は、たくさんある樹木の内、本数を指定して
手入れをしている状態です。危険な木がある等
の報告があった場合は別途発注・対応していま
す。

※２：害虫駆除も、枯損木伐採同様、別途発注・対
応を行っております。

※３：枯損木伐採については、「危険なものがある」と、
委託事業者から報告があったタイミングで都度、
別途発注・対応しています。



市立公園の指定管理者導入の目的
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指定管理者制度を導入
民間事業者の経験とノウハウを最大限活用

①公園の適切な維持管理

公園の質の向上

②環境美化サポーター
との協働推進

③低未利用公園の活用

④にぎわいの創出 ⑤公園の魅力向上



指定管理者導入制度とは
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目的

管理主体
民間事業者やNPO法人等に広く開放

① 民間活力による市民サービスの向上
② 費用対効果の向上 など

公園の多様な機能を活用し、地域の住民の福祉の増進させること

条例の制定 条例の定めるところにより、指定管理者が公園の管理を行うことができる。

条例で定める事項
・指定の手続き（申請、選定、事業計画書の提出等）
・管理の基準（休園日、開園時間、法令順守による適正管理、適切なサービス提供等）
・業務の具体的範囲（公園の維持管理、要望受付、使用許可、自主事業）

指定の方法 公募により応募のあった事業者を指定管理者選定委員会において、指定候
補者を決定し、議会の議決を経て、指定管理者を指定

利用料金制 公園の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として収受することがで
きる。

事業報告書の提出 毎年度終了後、管理状況、利用状況、収支状況等事業報告書の提
出により管理の実態を把握



指定管理者導入制度の本市導入事例
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障害者福祉センター

（平成１８年４月～）

本町高齢者在宅
サービスセンター

（平成１８年４月～）

武蔵小金井南第２自転車駐車場
外６施設

（平成１８年４月～）

清里山荘

（平成１８年９月～）

総合体育館
栗山公園健康運動センター
（平成２１年４月～）

市民交流センター
（宮地楽器ホール）
（平成２４年３月～）

東小金井事業創造センター

（平成２６年８月～）

児童発達支援センター

（平成２８年４月～）



市立公園の指定管理者導入の事業効果
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公園の維持管理の実績のある事業者による計画的かつ
予防的観点での日常管理

市民協働の経験、ノウハウ、専門的知識を有する市民
協働担当者を指定管理者側に配置

①維持管理の質の向上

②市民協働の推進

③利用者の利便性向上

④公園の魅力向上

各種イベント、バーベキュー利用の公園使用申請や公
園に対する要望を土日祝日も受付

年間を通して充実した市民参加型のイベント開催
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指定管理者制度導入概要（予定）

小金井市が管理する全ての市立公園（現時点：２１２箇所）
主な市立公園
滄浪泉園、栗山公園、梶野公園、浴恩館公園、三楽公園、貫井けやき公園

対象施設

事業期間

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間

その他

栗山公園・梶野公園での民間施設（カフェ等）の設置許可
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指定管理者制度導入スケジュール（予定）

実施項目 実施時期

民間事業者との意見交換（事業の市場性確認） 令和４年５月～６月

市立公園条例改正 令和4年９月（令和４年第３回定例会）

募集要項の公表 令和４年１１月

１次審査（指定管理者選定委員会） 令和５年４月

２次審査（指定管理者選定委員会） 令和５年５月

指定候補事業者決定 令和５年６月

指定管理者指定議案 令和５年９月（令和５年第３回定例会）

指定管理者による業務開始 令和６年４月１日


